
○富山市土木建築工事費の前金払取扱規則 

平成１７年４月１日 

富山市規則第３８号 

（趣旨） 

第１条　この規則は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）附

則第７条の規定に基づく土木建築工事費前金払の取扱いに関し、必要

な事項を定めるものとする。 

（前金払の対象工事） 

第２条　前金払の対象工事は、１件の請負代金の額が２，０００，００

０円以上の土木建築工事又は土木建築工事に関する工事の設計、調査

若しくは測量に係るものとする。 

２　前項に規定する土木建築工事のうち、次の各号に掲げる要件のいず

れにも該当するものについては、同項の規定により既にした前金払に

追加して前金払をすることができる。 

(1)　地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号。以下「省令」

という。）附則第３条第３項各号に掲げる要件に該当していること。 

(2)　第７条の規定による部分払を受けていないこと。 

３　歳計現金の保有状況等によって支払が困難と認められるときは、前

払金を減額することができる。 

（前払金の額） 

第３条　前払金の額は、別表のとおりとする。 

（前払金の請求手続） 

第４条　受注者は、前金払（第２条第２項に規定する前金払（以下「中

間前金払」という。）を除く。）を受けようとするときは、前払金請

求書に公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１

８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社（以下「保証会社」と

いう。）の発行した前払金の保証証書正副２通（以下「保証証書」と

いう。）、前払金使途内訳明細書（保証会社に保証申込みをなしたと



きに添えたものに限る。）その他市長が必要と認める書類を添えて市

長に提出しなければならない。 

２　受注者は、中間前金払を受けようとするときは、中間前払金請求書

に中間前金払に係る保証証書を添えて市長に提出しなければならない。 

（中間前払金を受けるための認定手続） 

第５条　前条第２項の規定により、第２条第２項の規定による前払金（以

下「中間前払金」という。）の請求をしようとする受注者は、あらか

じめ、認定申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、

同項各号に掲げる要件に該当する旨の認定を受けなければならない。 

２　市長は、前項の認定申請書の提出があったときは、速やかに、認定

の可否を決定し、その結果を当該受注者に通知するものとする。 

（工事内容の変更に伴う前払金の変更） 

第６条　設計変更等により著しく請負代価に増減を生じたときは、前払

金を増減することができる。 

２　受注者は、前項の規定により前払金が減額された場合において、前

払金の額が減額後の請負代金の額の１０分の５（中間前払金を受けて

いる場合にあっては、１０分の７）に相当する額を超えるときは、そ

の超過額を指定期日までに返還しなければならない。 

３　市長は、受注者が前項の規定により指定期日までに前払金を返還し

ないときは、指定期日の翌日から納付の日までの期間に応じて返還金

に政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６

号）第８条第１項に規定する遅延利息の率で計算した額の利息を附さ

せることができる。 

（前金払をした工事の部分払） 

第７条　前金払をした工事の既済部分に対する部分払は、その既済部分

に対する代価の１０分の９から前金払の割合を控除した額以内とする。 

２　受注者は、前項の部分払を受けようとするときは、請求書を市長に

提出しなければならない。 



（前払金の使途範囲） 

第８条　前払金の使途の範囲は、当該工事の材料費等（省令附則第３条

第１項に規定する材料費等をいう。以下同じ。）に相当する額とし、

当該工事の材料費等以外の支出に充当してはならない。 

（前払金の返還） 

第９条　市長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前払

金の全部又は一部を指定期日までに返還させるものとする。 

(1)　受注者が前払金を前条の使途範囲以外に使用したとき。 

(2)　前払金の支払を受けた者と本市との間の請負契約が解除された

とき。 

(3)　保証会社が保証契約を解除したとき。 

２　第６条第３項の規定は、前項の規定により前払金を返還させる場合

に準用する。 

附　則 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附　則（平成２１年３月３１日富山市規則第１５号） 

（施行期日） 

１　この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この規則の施行の日前に契約を締結した土木建築工事に係る前払金

については、なお従前の例による。 

附　則（平成２３年５月２４日富山市規則第５１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（平成２４年４月２７日富山市規則第４６号） 

この規則は、平成２４年５月１日から施行する。 

附　則（平成２９年３月３１日富山市規則第４２号） 

（施行期日） 

１　この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 



（経過措置） 

２　この規則の施行の日前に契約を締結した土木建築工事に係る前払金

については、なお従前の例による。 

別表（第３条関係） 

備考　前払金の額に１０，０００円未満の端数が生じたときは、これ

を切り捨てる。 

 
種別 前払金（中間前払金を

除く。）の額

中間前払金の額

 
土木建築工事 請負代金の額の４０

パーセント以内の額

請負代金の額の２０

パーセント以内の額

 
土木建築工事に関する工事

の設計、調査又は測量

請負代金の額の３０

パーセント以内の額

　


